
●「第２次札幌新まちづくり計画」「札幌市行財政改革プラン」の確定について

ことし６月に公表した施政方針「さっぽろ元気ビジョン 第２ステージ」の実現を目指す
ための「第２次札幌新まちづくり計画」と「札幌市行財政改革プラン」がまとまりました。
「第２次札幌新まちづくり計画」は、まちづくりの基本的な方向性を実行に移すためのまち
づくりのプランとして、平成 19年度から 22年度までの４年間で特に優先的・重点的に進め
る事業を定めたもの。また、「札幌市行財政改革プラン」では、安定した公共サービスを提供
していくため、事業の必要性や公共事業のあり方、担い手の見直しを含めた歳入・歳出、定
数、機構等の一体的な見直しを進めることとしています。
この２つのプランを着実に推進することにより、市民の力みなぎる、文化と誇りあふれる

街づくりを進めていきます。

１ 「第２次札幌新まちづくり計画」「札幌市行財政改革プラン」
別紙のとおり

２ パブリックコメントの概要
(1) 意見募集期間

平成 19年 10月 10日（水）～11月８日（木）（30日間）
(2) 意見提出者数・件数

名 称 意見提出者数(団体含む) 件 数

第２次札幌新まちづくり計画
（詳細は115ページ参照）

94人 198件

札幌市行財政改革プラン
（詳細は37ページ参照）

142人 181件

合 計 延べ 236人 379件

３ 素案からの変更内容
意見要旨等 計画書の変更内容

市民にも計画の進ちょく状況や成果
指標の状況などを分かりやすく公表す
ることや、評価・検証が大切。

計画の進ちょく状況や成果指標の状況、評価・検
証の結果などを毎年度、市民に分かりやすく情報提
供していくことを記述に追加した。

意見内容が既に計画案に盛り込まれ
ているが、それが分かりにくいために、
事業のご提案などをいただいたもの。

意見内容が計画に盛り込まれていることが分かる
ように事業内容などの記述を修正した。（５事業）。

市有建築物の保全や長寿命化は計画
的に実施していくべき。

市役所がつくるものは、難しいもの
が多い。市民に分かりやすく示してほ
しい。

公共施設の保全、長寿命化にかかる現状や課題、
今後の取り組みについて、より詳しく説明し、分か
りやすい内容とした。

市役所がつくるものは、難しいもの
が多い。市民に分かりやすく示してほ
しい。

理解しにくいカタカナ語などは言い換えるか日本
語を併記した。
上記以外の専門用語やカタカナ語に脚注を付ける

とともに、用語解説のページを設けた。
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全体的に成果指標の目標値が低い。
社会に必要なレベルを目標値として設
定し、その達成に向けて努力する過程
が大事だ。

成果指標について再検討し、目標値の低いものな
どについて上方修正した。（５項目）



意見要旨等 計画書の変更内容

ごみの有料化を行うのであれば、内
部効率化についても併せて検討し、プ
ランに盛込むべき。

人件費の見直しに「清掃事業の効率化」を追加し
た。
なお、公衆便所清掃業務の委託等については、行

財政改革プランの効果額にも計上している。
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22 年度（2010 年度）の 306 億円の
収支不足のみが明記されているが、19
～22年度までの累計 827億円、各年度
の収支不足に対しての対応策が書かれ
ていない。説明不足。

次年度以降にも効果のある見直しを段階的に実
施して306億円の収支不足を解消することとしてい
るが、指摘のとおり各年度の実施内容については明
示していない。

そこで、35ページ「平成 22年度（2010年度）ま
での取組による財政効果」に続けて、「については次
のとおりです。なお、プランに盛り込んだ取組項目
については、今後、市民議論を行うものもあること
から、すべての実施時期を明確にすることは困難な
ため、平成20年度（2008年度）及び平成21年度（2009
年度）の各年度の収支不足に対応する具体策は明示
しておりませんが、特に、内部努力に関する見直し
については、可能な限り前倒して実施します。」を追
加した。

４ 市民への周知
「広報さっぽろ」やホームページなどで広く市民の皆さんにお知らせします。

(1) 広報さっぽろ
１月号に特集記事を掲載します。

(2) ホームページ
12月 18日（火）午後３時 30分から、市のホームページでもご覧いただけます。
第２次札幌新まちづくり計画
（http://www.city.sapporo.jp/chosei/new-plan/）
札幌市行財政改革プラン
（http://www.city.sapporo.jp/suishinshitsu/gyokaku/gyokakuplan.html）

(3) 印刷物の配布
配布月日 12月 19日（水）から
配布場所 市政刊行物コーナー（市役所２階）、各区役所、各まちづくりセンター

問い合わせ先

第２次札幌新まちづくり計画に関すること
市民まちづくり局企画部調整課 村上、米澤

２１１－２２０６
札幌市行財政改革プランに関すること

総務局市政推進室推進課 本間、宇都宮
２１１－２０６１


